
地方分権改革における「提案募集方式」での国への提案について（平成30年度青森県提案分）

当初提案団体 追加共同提案団体

48 青森県
福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、
静岡県、島田市、山口県、徳島県、
高知県、熊本県、沖縄県

農地中間管理事業における農用地利用
配分計画認可の県から市町村への権限
移譲及び縦覧期間の短縮又は廃止

農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第１項の規定に
よる農用地利用配分計画（以下、「配分計画」）の知事の認可に
ついて、農地の所在と賃借権の設定等を受ける者の住所が同
一市町村の場合は、当該市町村長が認可できるようにするこ
と。
また、配分計画の2週間の縦覧期間を短縮または廃止するよう
制度を見直すこと。

６【農林水産省】
（７）農業経営基盤強化促進法（昭55法65）及び農地中間管理事業の推進に関する法律（平25法101）
（ⅱ）農用地利用配分計画の案の縦覧（農地中間管理事業の推進に関する法律18条３項）については、廃止する方向
で検討し、2018年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（ⅳ）農地中間管理機構を通じた農用地等の賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転については、市町村単
位で一括して行うことができる仕組みを構築する方向で検討し、2018年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

98

秋田県、青森県、
男鹿市、湯沢市、
北秋田市、仙北
市、小坂町、上小
阿仁村、五城目
町、羽後町、東成
瀬村

群馬県、埼玉県、山県市、枚方市、
神戸市、山口県、徳島県、福岡県、
宮崎市

「地域少子化対策重点推進交付金」の運
用の改善

結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚
に伴う新生活のスタートアップに係るコストを支援する市町村結
婚新生活補助金について、地域の実態に即した補助となるよ
う、世帯年収要件等を地方の実情に見合った基準に見直すこ
と。

【対応方針に記載なし】
「関係府省における予算編成過程での検討を求める提案」と整理

100

秋田県、青森県、
男鹿市、仙北市、
小坂町、上小阿
仁村、五城目町、
羽後町、東成瀬
村

山形市、福島県、石川県、福井市、
山県市、徳島県、高松市、大分県、
宮崎市

「地域子どもの未来応援交付金」の運用
の改善

地方が、創意工夫により、地域の実情を踏まえた実効性の高い
子どもの貧困対策を、継続的かつ安定的に推進するため、「地
域子供の未来応援交付金」について、地域のニーズに柔軟に
対応できるよう複数年度にわたる活用を可能とするなど運用の
弾力化を図ること。

【対応方針に記載なし】
「関係府省における予算編成過程での検討を求める提案」と整理

103

秋田県、青森県、
男鹿市、鹿角市、
由利本荘市、仙
北市、小坂町、上
小阿仁村、藤里
町、五城目町、羽
後町、東成瀬村

岩手県、福島県、いわき市、ひたち
なか市、群馬県、秩父市、新発田
市、石川県、長野県、島田市、春日
井市、鳥取県、広島県、徳島県、香
川県、高松市

農地中間管理事業に関する農用地利用
集積計画及び農用地利用配分計画の契
約期間延長に係る手続緩和

①農地中間管理事業により設定された利用権の期間延長手続
きについて、契約期間以外の内容（農地・当事者）が既契約と同
一である場合、市町村公告及び県知事の認可・公告までの一
連の作業を不要とし、関係者（農地中間管理機構・出し手・受け
手）の合意等で契約期間を延長できることとする。
②改正土地改良法施行前に農地中間管理機構が借り入れた
農用地等において機構関連事業を実施する場合についても①
と同様の手続きを経ればよいこととし、現行必要とされている一
連の作業（計画の撤回（解約）、再作成、認可、公告）は不要と
する。

６【農林水産省】
（７）農業経営基盤強化促進法（昭55法65）及び農地中間管理事業の推進に関する法律（平25法101）
（ⅰ）農用地利用集積計画で定められた内容を変更する場合には、当事者及び市町村が協議していれば足り、再度、
農用地利用集積計画を定めて公告する必要がないことを明確化するため、2019年中に地方公共団体に周知する。

75 愛知県
青森県、福島県、千葉県、石川県、
兵庫県、岡山県

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金
に係る生活交通確保維持改善計画の記
載事項の簡素化

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の申請に係る、生活交
通確保維持改善計画において記載することとされている「地域
公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその
負担額」の、2・3年目分については、前年度から運行形態（運行
距離、運行回数等）に変更がないと予定される場合は記載を不
要とする。

６【国土交通省】
（19）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（ⅱ）地域間幹線系統に対する補助の申請時に策定する生活交通確保維持改善計画については、地方公共団体の
事務負担を軽減する観点から、補助対象年度以降の費用の総額等の記載について、地域公共交通を確保及び維持
するための定量的な目標及び効果等が適切に計画されているかを判断する上で必要性が低いと判断できる場合に
は省略が可能となるよう見直す方向で検討し、2018年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

81 神奈川県

青森県、八戸市、仙台市、秋田県、
福島県、いわき市、埼玉県、さいた
ま市、川越市、千葉県、船橋市、柏
市、横浜市、富山県、福井県、山梨
県、京都市、大阪府、堺市、八尾
市、兵庫県、神戸市、鳥取県、山口
県、徳島県、福岡県、北九州市、大
分県、宮崎市

ＰＣＢ廃棄物等の処分に係る規定の明確
化

県が事業者に対し、効果的・効率的に指導を行いＰＣＢ廃棄物
の期限内処理の徹底をさせるため、指導の基準、規定の明確
化を求める。

６【環境省】
（８）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平13法65）
（ⅲ）低濃度ＰＣＢ廃棄物等については、保管事業者及び所有事業者の状況把握を進めるとともに、低濃度ＰＣＢ廃棄
物等の測定方法や低濃度ＰＣＢ廃棄物等への該当の有無を判定する基準の在り方を含め、低濃度ＰＣＢ廃棄物等の
処理推進のための課題について、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改
正する法律（平28法34）附則５条に基づき、同法施行後５年以内に行うこととしている見直しの際に、都道府県市及び
有識者等の意見を踏まえて検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：経済産業省）

対応方針（平成30年12月25日閣議決定）記載内容
管理
番号

提案団体
提案事項 提案の概要



地方分権改革における「提案募集方式」での国への提案について（平成30年度青森県提案分）

当初提案団体 追加共同提案団体
対応方針（平成30年12月25日閣議決定）記載内容

管理
番号

提案団体
提案事項 提案の概要

93

埼玉県、さいたま
市、秩父市、狭山
市、坂戸市、美里
町

北海道、青森県、石川県、長野県、
山県市、京都府、京都市、尼崎市、
鳥取県、宇和島市、大分県

農林水産省所管の交付金「地域での食
育の推進事業」の見直し

「地域での食育の推進事業」に関する経費について「申請でき
ない経費」の明確化や運用の見直しを行うこと。また、事業実施
計画書策定時に求められる経費の根拠について、内容を簡素
化すること。

６【農林水産省】
（13）食料産業・６次産業化交付金
食料産業・６次産業化交付金の交付対象事業のうち、地域での食育の推進事業については、地方公共団体及び地方
農政局から意見聴取を行った上で、地方公共団体における事務の円滑な実施に資するよう、申請できない経費の明
確化や、事業実施計画策定時における経費の積算の簡素化を検討し、2018年度中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

94

埼玉県、さいたま
市、秩父市、所沢
市、狭山市、富士
見市、坂戸市、小
川町、美里町

青森県、福島県、ひたちなか市、長
野県、静岡県、徳島県、大村市、熊
本市

土地改良事業関係補助金における交付
決定前着工制度の導入

土地改良事業関係補助金において、交付決定前であっても早
期に事業に着手すべき事情がある場合は、この旨を予め届け
出ることにより事業の着工を可能とすること。

６【農林水産省】
（９）土地改良事業関係補助金
土地改良事業に要する経費に対する補助事業者への補助金の交付については、災害復旧工事等緊急を要する事業
で、公益上やむを得ないと認められる場合の交付決定前着手の導入について検討し、2019年中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。
また、当該補助金の交付決定については、工事の早期着手に資するため、毎年可能な限り早期に行う。

105

秋田県、男鹿市、
湯沢市、鹿角市、
仙北市、小坂町、
上小阿仁村、藤
里町、羽後町、東
成瀬村

青森県、白河市、石岡市、厚木市、
綾瀬市、魚沼市、山県市、稲沢市、
京都市、伊丹市、出雲市、大村市、
宮崎市

公共施設等総合管理計画に基づき補助
対象財産を処分する場合、財産処分に
係る国庫納付を求めず承認するなどの
基準の緩和

人口減少や少子・高齢化の進展など社会経済情勢の変化に対
応するため、公共施設等総合管理計画に基づき補助対象財産
を処分する場合、財産処分に係る国庫納付を求めず承認する
などの措置を講ずること。

【対応方針に記載なし】
「提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案」と整理

113

大阪府、滋賀県、
堺市、兵庫県、和
歌山県、鳥取県、
徳島県、関西広
域連合

青森県、練馬区、川崎市、新潟県、
山県市、京都府、池田市、愛媛県

処遇改善等加算の認定権限の移譲
都道府県知事、指定都市及び中核市において行うこととされて
いる処遇改善等加算の認定に係る権限を、各市町村へと移譲
する。

５【厚生労働省】
（２）子ども・子育て支援法（平24法65）
施設型給付費等に係る処遇改善等加算の認定に係る事務・権限については、都道府県と加算の認定の実施を希望
する市町村の間で協議が整った場合に、当該市町村に移譲する方向で検討し、2019年度中に結論を得る。その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

121
群馬県、福島県、
茨城県、栃木県、
新潟県

北海道、青森県、仙台市、いわき
市、須賀川市、ひたちなか市、埼玉
県、横浜市、川崎市、相模原市、上
越市、田原市、京都府、京都市、大
阪府、兵庫県、玉野市、徳島県、香
川県、福岡県、熊本市

小学校英語教育の充実に対応する専科
指導教員の配置要件の緩和

小学校英語教育の充実に対応する専科指導教員の配置要件
の緩和

【対応方針に記載なし】
「提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案」と整理

143 鳥取県

北海道、青森県、福島県、埼玉県、
千葉県、神奈川県、富山県、石川
県、山梨県、愛知県、京都府、兵庫
県、岡山県、高知県、熊本県、大分
県、九州地方知事会

法人土地・建物基本調査の都道府県の
事務の見直し

法人土地・建物基本調査の都道府県の事務の見直し

６【国土交通省】
（18）統計法（平19法53）
法人土地・建物基本調査に係る都道府県知事が行う事務については、基幹統計調査として求められる統計技術的な
合理性及び妥当性にも留意しつつ、都道府県の負担を軽減する方向で、当該事務の在り方について検討し、2020年
度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。



地方分権改革における「提案募集方式」での国への提案について（平成30年度青森県提案分）

当初提案団体 追加共同提案団体
対応方針（平成30年12月25日閣議決定）記載内容

管理
番号

提案団体
提案事項 提案の概要

162 横浜市

旭川市、青森県、八戸市、仙台市、
いわき市、さいたま市、千葉県、船
橋市、柏市、神奈川県、山梨県、静
岡県、浜松市、京都市、堺市、八尾
市、兵庫県、神戸市、松山市、福岡
県、北九州市、宮崎市

PCB廃棄物等の掘り起し調査にあたって
の固定資産税情報の内部利用

PCB廃棄物・使用製品の処理を法定期限内に確実かつ適正に
行えるよう、未処理事業者の把握に必要な「掘り起し調査」の際
に、固定資産税情報の内部利用を可能とすること。

６【環境省】
（８）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平13法65）
（ⅰ）都道府県市が実施する、管内における未処理のＰＣＢ廃棄物等を網羅的に把握するための調査のうち、ＰＣＢ使
用安定器の調査については、「ＰＣＢ廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル（第５版）」（平30環境省）に記載の各情報
源の特性を参考にしつつ、同調査において使用する各情報源にメリット・デメリットがあり、入手の容易性も都道府県
市ごとに異なることを踏まえ、使用する情報を選択する必要があることを、関係者連絡会を通じて都道府県市に2018
年中に周知する。
[措置済み（平成30年８月29日付け環境省環境再生・資源循環局ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室長通知）]
（ⅱ）都道府県市において上記情報源の入手又は活用ができない場合があること等を踏まえ、調査に用いる事業者
のリストを整備し、都道府県市に2019年１月までに提供する。

221

宮城県、三重県、
広島県、日本創
生のための将来
世代応援知事同
盟

青森県、秋田市、新潟市、山県市、
愛知県、兵庫県、神戸市、徳島県、
松浦市、熊本市、沖縄県

児童福祉施設の実地検査に係る効果
的・効率的な運用の見直し

児童福祉施設の実地検査について、対象施設が増加している
中、限られた職員数で検査を効果的・効率的に実施し、児童福
祉施設の質の向上を図っていくためには、地域の実情に応じた
実地検査の実施が必要であると考える。そのため、例えば、過
去の監査において指摘がない（少ない）施設や、実施状況を勘
案し、施設の運営に大きな問題がない「優良施設」と認められる
場合等には、都道府県の判断で弾力的に検査を実施できるよ
う、実施頻度に関する規定を見直す等運用の改善を図られた
い。
※認可外保育施設については、通知により弾力的運用が認め
られている

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅺ）児童福祉施設に対する施設監査（施行令38条に基づく実地検査であって、保育所に対して行うものに限る。）に
ついては、地方公共団体の事務負担の軽減を図るため、利用者に対する処遇の質の確保に留意しつつ、監査事務を
効率化する方向で検討し、2019年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

225
栃木県、福島県、
群馬県

北海道、青森県、千葉県、神奈川
県、富山県、石川県、山梨県、愛知
県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取
県、高知県、熊本県、大分県、九州
地方知事会

法人土地・建物基本調査の都道府県の
事務の見直し

国交省が５年ごとに実施している「法人土地・建物基本調査（基
幹統計調査）」について、作業の効率性や調査を受ける法人の
立場を考慮しながら、各都道府県が外部に再委託している事務
は国が一括して外部委託するなど、都道府県の事務負担を軽
減するよう都道府県事務を見直すこと。

６【国土交通省】
（18）統計法（平19法53）
法人土地・建物基本調査に係る都道府県知事が行う事務については、基幹統計調査として求められる統計技術的な
合理性及び妥当性にも留意しつつ、都道府県の負担を軽減する方向で、当該事務の在り方について検討し、2020年
度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

226
栃木県、福島県、
群馬県、新潟県

青森県、石川県、大阪府、徳島県、
香川県、愛媛県、福岡県、大分県

宗教法人の解散に伴う清算手続におけ
る公告回数の見直し

宗教法人法第４９条の３第１項に定める清算手続における公告
について「少なくとも三回の」を削除し、１回の公告で可とするこ
と。

【対応方針に記載なし】
「提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案」と整理

287 九州地方知事会

北海道、青森県、福島県、千葉県、
神奈川県、富山県、石川県、山梨
県、愛知県、京都府、鳥取県、岡山
県、高知県

法人土地・建物基本調査の都道府県の
事務の見直し

国交省が５年ごとに実施している「法人土地・建物基本調査（基
幹統計調査）」について、作業の効率性や調査を受ける法人の
立場を考慮しながら、各都道府県が外部に再委託している事務
は国が一括して外部委託するなど、都道府県の事務負担を軽
減するよう都道府県事務を見直すこと。

６【国土交通省】
（18）統計法（平19法53）
法人土地・建物基本調査に係る都道府県知事が行う事務については、基幹統計調査として求められる統計技術的な
合理性及び妥当性にも留意しつつ、都道府県の負担を軽減する方向で、当該事務の在り方について検討し、2020年
度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。


